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平成 23 年度における財務省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果等についての意見について 

 

 当委員会は、平成 24 年９月 10 日付けをもって貴委員会から通知の

あった「財務省所管独立行政法人の平成 23 事業年度に係る業務の実績

に関する評価の結果について（通知）」等に関して、別紙１のとおり意

見を取りまとめましたので、通知します。あわせて、独立行政法人等

の内部統制の充実・強化を行う上で参考となる取組等について別紙２

から別紙４のとおり、独立行政法人等の評価及び業務運営等について

参考となる事例について別紙５のとおり、独立行政法人等の自然災害

等に関するリスクへの対応状況について別紙６のとおり取りまとめ、

送付しますので、よろしくお取り計らい願います。 

 当委員会としては、平成24年５月21日に独立行政法人評価分科会に

おいて取りまとめた「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」

に沿って、政府全体の評価の厳格性、信頼性の確保に重点を置き、横

断的に評価を行ったところです。 

 また、その中において、各独立行政法人評価委員会等の意欲的な取

組を積極的に紹介するなどの取組も行いました。 

 独立行政法人等の適正な運営及び質の高い行政サービスを確保する

ためには、問題点等を明らかにして改善を促すとともに、法人の積極

的な取組を更に促進する質の高い評価が不可欠です。そのためには、



評価の在り方について不断の改善を図っていくことが求められます。

貴委員会におかれては、独立行政法人等に対する国民の厳しい視線を

意識しながら評価に取り組んでいることと存じますが、今般の当委員

会の意見を踏まえ、一層の評価の質の向上に向けた取組が行われるこ

とを期待しています。 

 



 

別紙１ 

平成23年度における財務省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果等についての意見 

 

 平成23年度における財務省所管７法人（酒類総合研究所、造幣局、国立印刷局、日本万

国博覧会記念機構、農林漁業信用基金、奄美群島振興開発基金、住宅金融支援機構）の業

務の実績に関する貴委員会の評価の結果等についての意見は以下のとおりである。 

 

【各府省所管法人共通】 

（内部統制の充実・強化） 

平成23年度業務実績評価については、「平成23年度業務実績評価の具体的取組につ

いて」（平成24年５月21日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会決定）において、内部統制の充実・強化に向けた法人の長の取組に留意するととも

に、内部統制の充実・強化を含む法人の業務をモニタリングする監事の役割に着目し

て、各府省独立行政法人評価委員会（日本司法支援センター評価委員会を含む。以下

「府省評価委員会等」という。）と監事との連携について、監事監査結果を踏まえた

評価を行っているかについて特に留意することとしたところである。  

今回、内部統制に関する法人の長の取組については、全ての法人において評価がな

されていた。 

また、監事監査結果を踏まえた評価については、府省評価委員会等に対する監事監

査結果の報告状況等に着目して、その実態を整理した。その結果、下表のとおり多く

の府省評価委員会等の場に監事の出席を求め、法人の長の内部統制の取組について聴

取したり、監査内容等についての報告や監事監査報告の提供を受け評価に活用してい

る状況であった。また、府省評価委員会等の場で、監事から統制環境等の状況につい

ての報告を受けたり、法人の長のマネジメントの状況や改善すべき事項等が記載され

た監査報告書の提供を受け、これらを積極的に評価に活用している事例もみられたこ

とから、監事の出席を求めていない府省評価委員会等においては、今後の評価に当た

り監事から直接意見聴取等を行うことが望ましい。 

なお、内部統制の充実・強化に向けた法人及び府省評価委員会等の取組並びに監事

と府省評価委員会等との連携について、参考となる具体例を別紙２から別紙４のとお



 

り整理したので参考にされたい。 

 

表 監事監査結果の活用状況等 

①委員会等に監事の出席を ②委員会等に監事 ③監事監査報告書 ④その他監事監査結

求め意見聴取し、かつ、監 の出席を求め意見 の提供を受けて評 果を評価書、業務実
区分 

事監査報告書の提供を受け 聴取 価 績報告等に記載 

て評価 （①を除く） （①を除く） 

全109法人 35法人 17法人 34法人 23法人 

  (注) 平成23年度の評価対象法人数は106であるがこのうち主務省が複数ある３法人についてはダブルカ

ウントしているため109となっている。 

 

（保有資産の見直し） 

 法人の保有資産については、既往の政府方針等において、削減、処分等の見直しが

求められてきたところであるが、会計検査院から利用実態や保有の必要性について指

摘を受けるなど、現在でも保有の必要性等が疑われる事例が見られる。 

 このため、今後の評価に当たっては、保有資産の保有の妥当性等についてより一層

厳格な評価を行う必要がある。 

 

（評価指標の妥当性） 

 平成 23 年度の独立行政法人の業務実績に係る府省評価委員会等の評価の結果をみ

ると、法人の中期目標及び中期計画の内容が年度計画の個々の評価指標に反映されて

いない又は反映されていても妥当性に欠けるものとなっており、適切な評価となって

いない例がみられた。このため、今後の評価に当たっては、年度計画及び同計画の評

価指標に中期目標及び中期計画の内容が的確に反映されているかについてもチェック

をした上で、より一層厳格な評価を行う必要がある。 

 

 上記の事項に加え、個別に指摘すべき意見のある法人及びその内容は、以下のとおりで

ある。 

 

【造幣局】 

・ 固定的な経費については、貴委員会の評価結果をみると、「一般管理費及び事業費

の効率的使用に取り組んだ結果、前中期目標期間中の平均に対して20.1％削減と中期

計画の目標である８％以上削減を大幅に上回って達成する見込みである」との評価に



 

とどまっている。 

今後の評価に当たっては、偽造防止上の観点に配意しつつ、固定的な経費の算定根

拠となるデータ及び増減要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、より厳格な

評価を行うべきである。 

 

・ 研究開発については、貴委員会の評価結果をみると、「研究開発計画にしたがって

実施されており、平成23年度に実用化・製品化されたものにチタン発色技術、梨地加

工技術がある」との評価にとどまっている。 

今後の評価に当たっては、偽造防止上の観点に配意しつつ、研究課題の設定プロセ

スのほか、研究開発の事前・中間・事後の段階で行われた研究評価の実施状況、評価

に係る規程類の整備状況、研究テーマ別の予算の管理状況などを明らかにさせた上で、

より厳格な評価を行うべきである。 

 

・ 施設整備については、貴委員会の評価結果をみると、「年度途中においても必要な

見直しを行うとともに、投資金額５千万円以上の案件については事後評価を実施し、

より一層効率的で効果の高い設備へ投資を行うよう取り組んでいる」等の評価にとど

まっている。 

今後の評価に当たっては、偽造防止上の観点に配意しつつ、投資に至るまでの意思

決定プロセスや本法人の経営に大きな影響を及ぼす案件の投資目的・効果などを明ら

かにさせた上で、設備投資の妥当性についてより厳格な評価を行うべきである。 

 

【国立印刷局】 

・ 固定的な経費については、貴委員会の評価結果をみると、「人件費、販売費及び一

般管理費等全般的に削減を進めた結果、前中期目標期間中の平均額（621 億円）に対

して本中期目標期間中の平均額が11.2％削減と中期計画における目標である8.0％削

減を上回って達成する見込みである」との評価にとどまっている。 

今後の評価に当たっては、偽造防止上の観点に配意しつつ、固定的な経費の算定根

拠となるデータ及び増減要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、より厳格な

評価を行うべきである。 

 



 

・ 研究開発については、貴委員会の評価結果をみると、会議・学会等での発表・参画

件数及び特許出願状況について「目標件数を上回る成果を挙げた」との評価にとどま

っている。 

今後の評価に当たっては、偽造防止上の観点に配意しつつ、研究課題の設定プロセ

スや事前・中間・事後の段階で行われている研究評価の実施状況などを明らかにさせ

た上で、より厳格な評価を行うべきである。 

 

・ 施設整備については、貴委員会の評価結果をみると、「事業収支や費用対効果等を

勘案し、設計仕様、価格の妥当性、調達方法、スケジュールなどを検討するとともに、

必要に応じ計画内容を適正に見直している」等の評価にとどまっている。 

今後の評価に当たっては、偽造防止上の観点に配意しつつ、投資に至るまでの意思

決定プロセスや本法人の経営に大きな影響を及ぼす案件の投資目的・効果などを明ら

かにさせた上で、設備投資の妥当性についてより厳格な評価を行うべきである。 



 

中期目標期間における業務の実績に関する評価の結果 

についての意見 

 

 

【住宅金融支援機構】 

本法人については、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向

性について」（平成23 年 12 月９日付け政委第27 号政策評価・独立行政法人評価委員

会通知。以下「勧告の方向性」という。）の取りまとめに当たり、その組織及び業務の

全般にわたる見直しの中で、個々の中期目標の達成状況をも判定する観点から併せて検

討を行ったところであり、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第34条第３

項の規定に基づく所要の意見については、勧告の方向性を通じて指摘したものである。 

なお、勧告の方向性を踏まえて策定された新中期目標等に沿った業務の質の向上及び

効率化が、的確な業務の進捗と併せて推進されるよう、貴委員会は、毎年度の厳格かつ

的確な評価に努められたい。 




